
 

 

会 議 録 

 

会議の名称 第９回茨木市こども育成支援会議 

開催日時 平成２６年８月３０日（土） 午前９時３０分～１１時５４分 

開催場所 クリエイトセンター 研修室 

出席委員 

 

奥本委員、金山委員、古賀委員、古座岩委員、敷知委員、城谷委員、下田平委員、

高山委員、鳥居委員、平田委員、福田委員、前田委員、三角委員、 

米田委員（五十音順） 

欠席委員 岡本委員、木下委員、田中委員、松藤委員、宮武委員（五十音順） 

事務局 楚和副市長、佐藤こども育成部長、岡こども政策課長、戸田こども政策課参事、

東井こども政策課長代理、岡こども政策課給付支援係長、平林子育て支援課長、

水嶋子育て支援総合センター所長、藤岡子育て支援課発達支援係長、中井保育幼

稚園課長、西川保育幼稚園課参事、小西保育幼稚園課参事、吉田保育幼稚園課長

代理、中路保育幼稚園課幼稚園係長、島本学童保育課長、柳生学童保育課参事、

山本福祉監査課長、北逵保健医療課長、小島青少年課長、小川学校教育推進課長、

越智教育センター所長 

案件 （１）量の見込みに対する確保の方策について 

（２）茨木市次世代育成支援に関するニーズ調査［通所支援サービス利用者］に

ついて 

（３）各基準のパブリックコメント結果について 

配布資料 資料１ 量の見込みに対する確保の方策 

資料２ 量の見込みの算出について 

資料３ 茨木市次世代育成支援に関するニーズ調査［通所支援サービス利用者］

報告書 

当日資料１－１茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準（案） 

当日資料１－２茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（案） 

当日資料１－３茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（案） 
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発 言 者 発 言 内 容 

司 会 

岡課長 

皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、茨木市こども育成支援会

議を開会したいと思います。今日はご多用のところ、ご出席賜りましてありがとう

ございます。 

会議の開会にあたりまして、副市長の楚和から一言ごあいさつ申し上げます。 

楚和副市長 皆さん、おはようございます。委員の皆様方には、本当にご多用の中ご出席いた

だきまして、ありがとうございます。 

今日の案件ですが、各種保育サービスの必要量の見込みに対する確保方策及び通

所支援サービス利用者のニーズ調査結果についてご審議をいただきたいと考えて

います。 

多くの貴重なご意見をいただきたいと存じますので、何卒よろしくお願いいたし

ます。簡単ではございますが、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。

また、大変申し訳ないのですが、公務がありまして途中で退席させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

司 会 

岡課長 

次に、本日のご出席の状況です。ご欠席の連絡をいただいておりますのが、木下

委員、松藤委員、岡本委員、田中委員です。宮武委員については、追ってご参加い

ただけるものと思っております。以上、半数以上の委員の皆様にご出席いただいて

おりますので、本日の会議は成立しております。尚、この会議の進行につきまして

は、条例の規定によりまして福田会長にお任せいたします。会長、よろしくお願い

いたします。 

福田会長 おはようございます。それでは、第９回目の茨木市こども育成支援会議を進めさ

せていただきたいと思います。 

今年度初めての時は、桜が咲きそうだという時だったのですが、今日は大分涼し

い感じがしまして、季節も移ろいゆくなというふうな気持ちでやって参りました。

会議のほうも大分進んできたわけですが、まず審議の前に平田委員より子ども・子

育て支援新制度の説明会について、中央ブロックの市役所周辺で日中に行って欲し

い、また一時預かり保育も同時に行って欲しいとの事前のご意見をいただいており

ますので、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局 

戸田参事 

説明会についてご意見をいただきまして、ありがとうございます。ご案内の通り、

９月の末に市内５か所において説明会を実施する予定にしております。５つのブロ

ックごとに行いますが、実施時間については日中・夜間含めてとりまぜて実施いた

します。委員がおっしゃっておられるように、中央ブロックについては場所等の都

合もありまして夜間になっておりますが、全て同じ内容で行いますので、ご都合の

つく時間・場所でご参加いただければなというふうに思っております。既に広報誌

等で、説明会については周知しておりますので、時間の変更についてはできかねま

すので、ご理解いただきたいと思っております。尚、一時保育についてですが、全

て５か所の会場にて 15 人行う予定になっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

福田会長 ありがとうございます。平田委員、よろしいでしょうか。 
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平田委員 私も、多分５ブロックでされておられるんじゃないかと言ったのですが、遠くに

行けないというお母さんもいるので、せめて中央ブロックを日中にしていただけれ

ばと思いました。 

事務局 

岡課長 

この間パブリックコメントをかけさせていただき、今議会のほうに色々な条例等

を提出しています。その結論を得た上で市民の方達には説明したいと考えておりま

す。議会は９月の末までかかります。その後 10 月になりますと、幼稚園のほうで

募集等が始まりますので、1週間ぐらいの間で各ブロックの説明会を是非やってお

きたいと思っておりまして、その関係で今申しましたように会場の関係とかがあっ

て、どうしてもこの５か所、この時間、なるべく午前・夜とばらけるようにはした

ので、何とかそこでご都合をつけていただきたいということで、お願いしたいと思

っています。 

平田委員 ７時になると子どもを寝かせる時間だとお母さん達はおっしゃっています。だか

ら日中に行きたいけれど、この間で行ける日がないということでした。 

事務局 

岡課長 

時期がずれても構わなければ、一人ひとりのお家にはなかなか難しいですが、何

人か集まっていただき、つどいの利用者として来て欲しいということではご相談に

応じることも可能ですので、そのようにお伝えいただけますか。 

平田委員 そのように声掛けします。分かりました。ありがとうございます。 

福田会長 ありがとうございました。委員の皆さんも是非関わられている方々に、現在の会

議の進行状況であるとか、来年度どうなっていくのかについて、お示しいただけれ

ばと思います。と言いますのも、私も色々聞くにつけ思うのですが、過剰な不安と

無関心に二極化しているような気がしておりまして、大きく制度が変わりますの

で、あまり不安がらず、どうなっていくのかというのが正確に伝わることが重要じ

ゃないかなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

また、お送りいただいた資料にありましたが、国の準備がいかに遅れているかが

よく分かる資料がありまして、「子ども・子育て支援新制度を学び、保護者への説

明方法を一緒に考えよう」というのが９月 26 日大阪ですね。もう茨木はやってい

る時期ですので、やっている場合じゃないのですが。ある種、国を待たずに進めて

いかざるを得ないところもありますので、委員の皆さんどうぞよろしくお願いいた

します。 

それでは、お手元の次第に従いまして議案の審議に入っていきたいと思います。

本日は２つ案件がございます。まず１つは、量の見込みに対する確保の方策につい

てですが、少しボリュームがありますので、分割して事務局より報告をいただき、

ご意見ご質問をお受けしたいと思います。ご覧いただく資料は、資料１「量の見込

みに対する確保の方策」、資料２「量の見込みの算出について」となりますので、

よろしくお願いいたします。それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

事務局 

岡課長 

冒頭にお詫びからで申し訳ありません。今、会長からありました資料１、２です

が、資料２のほうは、これまでの会議の中で色々なサービスの今後の量の見込み、

どれぐらいの供給量が必要ですよということを、色々やりとりしながら確認をさせ

ていただいてまいりました。その確定した数字をお示しする時に、実績値というの

を入れております。24、25、26 年度どういうふうにこの事業が推移してきたかと
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いうのを示しているのですが、今回資料１のほうで、それぞれの求められた見込み

量に対して、この５年間でどのようにその受け皿を作っていくかというところのご

報告・ご提案をする際に、改めて実績値を入れているのですが、資料２にあります

実績値と資料１にあります実績の数値が主に 24 年度の分なのですが、私共の作業

のミスでずれているところがございます。今１つずつ申し上げますと、また数字の

書き換え等で時間の影響もありますので、本日は見込みに対してどのように確保し

ていくかということになりますので、実績そのものは直接大きく影響は出ないもの

と考えておりますので、本日確保方策についてご意見をいただいて、方向性が決ま

りましたらその結果と合わせて、改めて実績値も含めた正しい数値の資料をお配り

するということで、お願いしたいと思います。冒頭からのお詫びで申し訳ありませ

んが、よろしくお願いいたします。 

福田会長 それでは、引き続きお願いいたします。 

事務局 

中路係長 

それでは、資料１をご覧ください。まず１号認定の確保の方策について、ご説明

させていただきます。まず１ページ、表の見方になりますが、上に需要量の見込み、

下に供給量、その下に供給量から需要量を差し引いた数字を示しています。量の見

込みについてですが、平成 27年度から 31年度までの１号認定、２号認定の数字で

すが、こちらはアンケート結果の量の見込みをそのまま記入しております。他市の

子どもの受け入れの数字は、各市から茨木市内の幼稚園で利用定員の確保を求めら

れる予定の数となっております。ブロック毎の量の見込みにつきましては、次のペ

ージから記載しておりますが、こちらは各ブロックの人口推計からその人数の割合

で全体の量の見込みを按分しております。 

それでは、確保の内容についてということで、まず１ページ目に戻っていただい

て、ここで確保の内容の欄についてですが、特定教育・保育施設の幼稚園というの

は、施設型給付に移行する幼稚園、確認を受けない幼稚園というのは、現行のまま

私学助成での幼稚園を表しています。特定教育・保育施設の幼稚園の数字ですが、

平成 28 年度までは公立幼稚園と施設型給付に移行予定の幼稚園の予定利用定員の

合計数です。平成 29 年度からは、施設型給付に移行予定の幼稚園の予定利用定員

の数を表しています。認定こども園の数字は、平成 28 年度までは市内の認定こど

も園の１号の予定利用定員です。平成 29 年度からは、この数字に公立幼稚園が認

定こども園化したことを想定して、１号の予定利用定員を足した数です。確認を受

けない幼稚園は、市内の特定教育・保育施設の幼稚園と認定こども園以外の私立幼

稚園の認可定員の数となっています。他市通園は、茨木市の園児を他市に所在地が

ある幼稚園において確保してもらう予定の数字となっております。需給量の見方

は、特定教育・保育施設の幼稚園、認定こども園、確認を受けない幼稚園、他市通

園の合計数から量の見込みの合計数を差し引いた数で見ていくこととなります。 

結果といたしましては、各ブロック毎に見ていきますと、中央ブロックのみ幼稚

園が今現在１園しかないため、供給不足ということになっておりますが、市全域で

見ていきますと需要量は確保できているということになっております。幼稚園の場

合は、私立幼稚園については園区がないため、ブロック或いは市を超えて通園する

子どもが多くいるため、全体として需要量を確保できていれば、特に中央ブロック
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のみに整備をするという必要はないと考えております。 

尚、現在他市通園の子どもの利用定員につきましては、他市との広域調整を行っ

ているということと、新たに認定こども園に移行する施設の１号定員の数が、この

資料作成時点では把握ができてなかったために、この数字が若干変わる可能性があ

ります。以上です。 

福田会長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問がござい

ましたらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

平田委員 前回、市立幼稚園をこども園にというお考えを聞いたのですが、年齢は３歳から

５歳児の数ですか。２歳児は入っていないのですね。２歳児も他市や私立の幼稚園

のほうに通われているので、その数はどうかなと思ったので。 

事務局 

中井課長 

２歳というのは、満３歳児ですか。 

平田委員 じゃなくて、２歳児でプレ幼稚園的なところとか、私立幼稚園では毎日あります

よね、全く３歳児と同じように。こども園ではなくて、他市のそういう数は入って

ないのですね。 

事務局 

中井課長 

それは入ってないです。 

福田会長 ありがとうございました。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは続きまして、２号認定について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

吉田課長代理 

それでは、２号認定の量の見込みと確保方策につきまして、ご説明いたします。 

まず、資料２の量の見込みの算出につきまして、２号と３号を合わせてご説明い

たします。２号認定につきましては、資料２の５ページをご覧ください。量の見込

みの算出方法といたしましては、ちょうど③ですね、推計児童数に＜利用意向率＞

幼稚園（通常の就園時間だけ利用）される方から、居宅訪問型保育のいずれかを選

択した人の割合を乗じまして、それから２号認定（幼稚時期の学校教育の利用希望

が強いと想定される）方の割合を控除したものでございます。 

続きまして、３号認定につきましては、資料２の６ページをご覧ください。量の

見込みの算出方法といたしましては、推計児童数に＜利用意向率＞認可保育所から

居宅訪問型保育のいずれかを選択した人の割合を乗じたものでございます。なお、

０歳児のみ育児休業の取得状況を控除した上、量の見込みとして算出しておりま

す。以上、量の見込みの算出方法の説明になります。 

それでは、資料１の５ページをご覧ください。２号認定の量の見込みと確保方策

につきまして、今からご説明いたします。量の見込みの欄の保育利用希望の 27 年

度以降の数値につきましては、ニーズ調査の数値をそれぞれ反映させております。

なお、各ブロックの保育利用の希望の算出方法につきましては、平成 24年から 26

年における３ヶ年平均の待機児童数の割合を算出し、市全域の保育利用希望数に按

分して算出しております。 

次に確保方策といたしましては、（１）市立幼稚園を認定こども園化、（２）既存

の私立保育園の定員増、（３）既存保育所の建て替えを視野に入れ、併せて定員増

の検討、（４）認定こども園の新設の検討でございます。以上の確保方策を実施し
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た上、市全域におきましては平成 28 年度から需要量を満たしておる状況でござい

ます。 

６ページ以降をご覧ください。中央、東、南ブロックにおきましては、平成 27

年度以降需要量を満たしている状況でございます。ただし、西ブロックにおきまし

ては、平成 31年度まで需要量を満たすことが困難な状況となっております。また、

北ブロックにおきましても、平成 30年度以降に需要量を満たす状況でございます。

２号認定については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

福田会長 ありがとうございました。それではただいまの説明の２号認定につきまして、ご

意見ご質問等はございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

金山委員 説明があまりにも速いのと、あっちを見てこっちを見てという感じですると、い

くら何号認定の人はこういう人だと分かっていても、頭が追いつかないというのが

正直なところで、今回だけじゃなくて以前から思っていたのですが、資料のどこが

ポイントなのかみたいなところが、ちょっと見える方と見えない方がいらっしゃる

と思うんです。ここで一番見ておかないといけないのはここだとかであるとか、先

生からご覧になってこことここがポイントだから、ここを集中して見てくださいみ

たいなサディスションがあると、多分かなり見やすくなるのかなと思います。それ

は、急に言われてもというところがあるかもしれませんので、今回が難しければ次

回からそういうことはしていただけないものかなということが、まず１つありま

す。 

ついていかない頭ながらも、一応一生懸命見ながら考えて、ちょっと分からない

分、的外れな質問かも分からないですが、やはりこの２号認定・３号認定、今待機

児童が多いと言われている保育園の中で、使いたくても使えない人をどういうふう

にして使えるようにしていくのかという中での方策として、市立幼稚園のこども園

化とか云々が１から４までありますが、さっきの１号認定の説明の中の資料を見て

併せて思ったことですが、ほとんどなのかどうなのか分かりませんが、いわゆる今

の既存の幼稚園が認定こども園、いわゆる保育園化というところに移行するところ

が、あまりないのかなというふうに見ているのですが、そこに対するアプローチと

いうのは、全くなさらないのでしょうか。と言うのは、今あるところをちょっと使

いやすくして今の待機児童の解消を図るほうが、費用的にも人的資源的にも市立の

幼稚園のこども園化だけじゃなく、私立の幼稚園も十分資源に入ると思うので、そ

の辺の市としてのお考えはどうなのかなというところを、お聞きできたらと思いま

す。 

福田会長 ありがとうございます。まず１点目ですが、これから考えていけたらと思います

ので、よろしくお願いします。２点目、事務局いかがでしょうか。 

事務局 

中井課長 

私立幼稚園の認定こども園化というところですが、国の公定価格等の情報提供が

遅い部分もございまして、かなり新制度に対する不安であったり見通せない部分が

多くあり、それが影響しているものと考えております。現在、概ね月に１回程度私

立幼稚園の連合会と会議等を持たせていただいている状況にございます。私立幼稚

園のほうも、公定価格のほうがかなりもう見えてきましたので、今後、具体的に検

討していただけるものと考えております。市といたしましても、保育の需要が高い
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ことを鑑みますと、認定こども園化も含めて十分に調整をさせていただいて、移行

を円滑に進めて参ります。 

福田会長 ありがとうございました。 

金山委員 この話、前も言ったかなという気持ちはあるのですが、説明をして、無理やりと

いうのはなかなかないにしても、やっぱり説明をして納得してもらうという感じだ

と、多分そんなに変わらないんじゃないかなと思うので、要は仕掛けですよね、ど

ういう仕組みを作ってそちらに誘導、誘導と言えば言葉は悪いのですが、基本的な

ところが変わらない限りは、もちろん一生懸命説明もしてくださって、意見交換も

なさってはいらっしゃると思うのですが、国がこういうふうに出しました、あとは

説明をして各幼稚園の考えがどういうふうになるかを見守りますみたいな感じだ

と、なかなかやっぱり変わっていかないのかなと思います。仕組み作りと言うか、

誘導的なところも含めて考えていただけたらなというふうに思います。 

福田会長 ありがとうございます。 

城谷委員 幼稚園のほうは言っていただきましたので、今ご意見いただいたように、我々こ

の量の見込みという形で説明をされても、私達自身がよく分からないという状態で

すので、関わっておられない方は更に分からない。私達も本当に分からないんです

よ、全くね。あくまでもこれはニーズ調査ということですので、将来働き出したら

とか、働く希望があるからみたいなことで書いておられるので、だからその数字に

沿ってどうこうしていくというのは、非常に私学側にとっては危険があると言う

か、私学の存続というものが非常に危うくなってくるということが言えると思うん

ですね。その数字によって、色々な形の今の制度を取り入れられると、非常に危な

くなってくるということ。それと、今現在のところ茨木市は、この間も申し上げま

したように、１か園学校法人立でない（宗教法人立）の幼稚園があります。そのと

ころは移行しますが、他の 12 か園は、全員今の私学助成のままで残ると、残りた

いと。そして今、全国の幼稚園連合会、大阪の私立幼稚園連盟、半数以上が現在の

まま残りたいという希望の中で、あと細かい折衝をしているというのが現状です。

ですから、この量の見込みということを表に出されて、どんどん話を進めていただ

くということは、私学にとっては、制度に則って私学の教育体制をどんどん崩して

いくというような状況に今立ち入っている状態です。今副市長さんが来られていま

すが、明日市長さん、副市長さんと連合会とで一緒に話し合いをする予定です。今

ある私学をそのまま存続をさせながら、待機児童解消のために、もちろん一時預か

りだとか延長保育だとか色々な形で対応できますので、そんなことで我々とすれば

対応していきたいと考えております。以上です。 

福田会長  ありがとうございます。 

三角委員  お聞きします。待機児童保育室の東ブロックは、あゆみのことかなと思いますが

21という数字の説明と、ここは余裕があるのにずっと 21、また西ブロックののぞ

みが、確保が足りないのにずっとゼロのままということで、その説明をお願いしま

す。 

福田会長  よろしくお願いします。 

事務局 東ブロックの待機児童保育室あゆみにつきましては、今 21という数字を５か年
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吉田課長代理 で記載しておりますが、あゆみという施設自体は、待機児童が解消されましたら他

の子育て支援事業に活用していくという方向性を検討しております。この 21とい

う数字は、あくまでも今後そういった方策を打つ中で、今後見直していかないとい

けないというところを、今思っているところでございます。ですので、待機児童の

状況によりましては、今後施設の見直しを図っていくというところでございます。

それとのぞみにつきましては、あくまでも１・２歳の３号認定に限定した施設にな

っておりますので、こちらの２号認定の数値には反映させていない状況でございま

す。以上です。 

福田会長 ありがとうございます。三角委員、よろしいですか。 

三角委員  はい。 

敷地委員  今事務局のほうから、需要が満足しそうだというお話を聞いてから、城谷先生の

お話しを聞きますと、私立のほうで国の施策に対して話し合いが茨木のほうで決裂

しますと、施策の方策の１から４の中で、どれかが計画通り進まない場合に、今の

需要を満たすということは言えなくなるということなんでしょうか。それとも、そ

の場合には私立さんは私立さんで違うことを考えて進んでいくというのか、そのあ

たりをお聞きしたい。 

城谷委員  一つは公定価格も含めまして、まだ国の方針がはっきりしていないということ

が、大きな我々の考え方をはっきりできなかったと言うよりも、その辺のところが

どうなるんだろうということで、保留と言うか今年はこのままでいくという形でい

っています。将来的にはどんな形で進んでいくのかは、まだちょっと分からないで

すが、とりあえず今年度については私学助成そのままでいくということで。ですか

ら、色々な話し合いの中でそういう方向が決まっていくのだろうというふうには思

いますが、ただ私学幼稚園とすれば、今の現状を保ちたいと。今の現状でいきたい。

そして、待機児童解消のために一時預かりをしたり、色々府の預かりの制度がある

のですが、それに則ってやっていこうということですので、まだ今その話し合いと

いうものが過程にあるということです。基本的に行政のやられることに反対しよう

とか、どうこうということは考えてないのですがそんな中で、やはり我々がいつも

申し上げていますように、私学幼稚園は教育の立場からすれば、やはり子どもへの

教育がありますので、そういう今の環境の中で子どもを育てていきたい。そして働

く保護者の方がおられたら、それも十分対応していくということですので。そうい

う制度の中に入っていって、保育園化していくということは、できることならば避

けていきたい。あくまでも教育という筋で残っていきたいというのが、我々の今の

スタンスなんです。ですから、将来は少しどういうふうになっていくかは分かりま

せんが、できることならばその筋で進んでいきたいというのが今の現状です。 

福田会長  ありがとうございます。 

事務局 

中井課長 

 確保方策でいくつかあげさせていただいていますが、今あげさせてもらっている

のは、現時点で考えられる可能性のある案、ということであげさせていただいてお

ります。したがいまして、具体的な計画として持っているわけではありません。実

際にここであげてる部分でも、計画途中での需要量の変化であったりとか、そうい

ったものに対応して少し変わってくるというようなことも考えられると思ってい
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ます。また、私立の幼稚園についても、新制度がもう少し明らかになった段階で判

断され、認定こども園に進んでいただける園も出てくるでしょうし、城谷委員がお

っしゃったように、そのまま私学のほうで残られる園もあるというふうには思って

います。ですので、こちらのほうで考えられる施策ということであげておりますが、

今後の状況に合わせて、柔軟に対応していきたいというふうに考えております。 

福田会長  ありがとうございます。 

敷地委員  要は、この方策１から４が計画通りに進めば需要は満たされるが、話し合いの途

中で私立の幼稚園が言う通りにはならないよとなった場合、大きくそこが補填しな

いといけないことになるのか、その辺は予め話し合いがだいたいできていて、だい

たいの数は確保できている、裏は取れているというものなのか、絵に描いた餅にな

るのかが心配になります。 

福田会長  ありがとうございます。 

事務局 

中井課長 

 当然こちらのほうで、こういう計画の下に色々な取組みを進めていくわけです

が、その状況が例えば５つ予定していたところが３つになった、２つになった場合

には、その代替案を考えてこの場でお示しをさせていただいて、ご議論いただくこ

とになりますので、その辺は「Ａの方策がだめならＢの代替方策」とセットでご議

論いただきたいというふうに思っています。 

福田会長  よろしいでしょうか。 

平田委員  資料を先に頂いていたので読ませていただいたのですが、認定こども園の新設が

文面に入っております。これは、新たに園をつくるということですか。前にもお話

しさせていただいたと思うのですが、現在あるものを活用して既存のものでという

ことで、私立の幼稚園・保育園、それから茨木市の幼稚園も含めてお話し合いをし

ていただきたいと言ったと思うのですが、これを見てみるとびっくりするような予

算がいるようで驚きました。ここに出ている「こども園の新設」というのは、今申

し上げましたように新しい園をつくるということですか、数を増やすということで

すか。 

事務局 

中井課長 

先程少し触れさせていただきましたが、ここに掲げている施策というのは、考え

られるもの全てをあげております。もちろん、今までご指摘をいただいております

既存施設の活用であったりとか、今ある社会資源の活用によってこういう需要が収

められるのであれば、まずそこを考えていきたいというふうには事務局のほうでも

考えております。その取組みを進めた結果、そこでこちらが思い描いてたところま

で達しない場合には、最後には新設の認定こども園というのも一部なのかなという

ふうには考えているところです。 

平田委員  分かりました。十分話し合いをしていただくように、お願いします。 

城谷委員  計画期間中の確保の方策ということで４つ出ておりますが、これはこれで結構な

のですが、建物をつくっていったりすると、どうしてもお金がかかる。ですから、

先程おっしゃっていただいたように、やはり私立幼稚園の一時預かりみたいなもの

を、要は２号認定の子どもと同じような状況の場合の子どもの預かりができるよう

な、一時預かりの体制、市の補助みたいなものをしていただいて、そして保育園に

預けているのと同じような状態の、「就労していても幼稚園」というのが我々の全
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国的なテーマなんですね。ですから、そういうことができるように一時預かりの充

実を是非図っていただきたい。保護者にとってみて、２号認定を受けられるその人

が、幼稚園でも別に今現在のままの私学助成と我々は言うのですが、そのまま残れ

るのを私学助成で進む幼稚園と言うのですが、その幼稚園にいる子ども達も、十分

２号認定と同じような状態でつくれるように、計画いただきたい。全てが２号認定

という形ではなく、幼稚園に行きながら２号認定という形、すなわち一時預かりと

か延長保育をしっかりと充実させていただくということが、より施設に対する、或

いは色々なことに対する設備投資が要らない方法だというふうに思いますので。そ

のことを是非お願いしたいと思います。できることならば、５の中に加えていただ

きたい。一時預かりの充実、延長保育の･･･、表現はちょっと分かりませんが、こ

の施策の中に「私立幼稚園の延長保育の充実」ということを付け加えていただきた

いと思います。 

福田会長  ありがとうございます。 

事務局 

中井課長 

 幼稚園の一時預かりの充実ということですが、国のほうでも一時預かり事業の中

で幼稚園型という事業が検討されているところでして、その具体的な内容はまだ示

されておりません。そちらの国の事業に則りまして、茨木市のほうでも今後検討し

て参りたいというふうに考えておりますが、現在の幼稚園の一時預かりが、新制度

の１号認定の子どもを対象としてつくられているところですので、新たな幼稚園の

一時預かり事業がどういう方を対象にした事業であるかというようなことも含め

て、また国のほうから示されると思いますので、それを踏まえて研究していきたい

というふうに思います。 

金山委員  素朴な疑問なのですが、さっきのご発言の中で、私立幼稚園の保育園化だけは避

けたいとおっしゃったところに本音が見えたような気がしたのですが、反対に今お

っしゃっている、ここの中に今の制度の中には沿わない形で一時預かりの充実等を

して、私立幼稚園をやっていきたいというのは、そこに何の違いがあるのかという

のは、素人には正直よく分からないです。供給する体制がほとんどそれと同じなら、

幼保連携のこども園に移行していただいたら何が違うのかというのが、正直思うん

です。というのは、やっぱりずっと幼稚園、所轄官庁も違いますし、お互いがやっ

てらっしゃることも違い、幼保一元化はなかなか難しくて、やろうとしてはできな

くてという歴史がある中で、今回新制度ということで幼保一元化が改めて言われて

いる中で、今おっしゃったことを５番目に入れるというのは、幼保多元化ですよね。

今の制度と同じことを言っているのに、形は違うとおっしゃいました。個人的に私

立幼稚園に何か思っているわけではないので、素人考えでと思っていただければい

いのですが、やっていることが同じであれば、国が進もうとしている新しい制度に

のっていただいたほうが、私達は見てる側としては分かりやすいと思います。いく

ら幼稚園が良い取組みをしていて、預かり保育をやってます、働くお母さんの味方

ですと言っても、これから色々なところを自分達で判断していかなければならない

中で、複雑な体系というのは多分皆さん絶対望まれないと思うので、今おっしゃっ

たようなことが市の中の方向性として入るというのは、当事者目線からすると、と

ても複雑になって分かり難いのでやめていただきたいというのが、ひとつのところ
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ではあります。私はあくまでも素人考えで、どこに違いがあるかが分からないとい

うことなので、いやここはこう違うのでこう説明しますということであれば、また

お聞きしたいと思います。 

福田会長  ありがとうございます。城谷委員。 

城谷委員  一つは、私も幼稚園やっていますし、三角会長もおられますのでね、今まで公立

の幼稚園、そして私立の幼稚園、そして民間の保育園、その辺のところが共存して

やってきたという一つの経緯があるということですね。ですから、そんな中ででき

るだけお互いの分野を、これは経営者側の話ですが、お互いがやはりエリアを守っ

ていきたいというのが一つ。それともう一つは、これは幼稚園側からの話ですが、

一回目の会議の時に「子ども達の最善の利益」というのを見て、「利益」というの

はおかしいんじゃないかという話が出ましたが、これは児童憲章の中に謳われてい

る、やはり子どもにとって最大の権利というのは生きる権利であって、色んな幸せ

の取り方がありますが、幸せとは何だろうかと考えた時に最善の教育環境を我々は

つくっていきたいということを考えている。その辺のところの違いが若干誤解を招

く可能性があるので、あまり言いたくないのですが、子ども達にとってどれぐらい

の時間、施設の中で預かることが良いだろうかというようなことを考えた時に、

色々な施策、病後児保育等もいっぱい出てきましたが、本当に子ども達にとって病

気の子どもを預けて幸せなのかどうか。働くお母さんやお父さんにとってみたら、

当然それはそういう施設があるほうがいいですが、子ども達にとってみたら迷惑な

話です。ですから、その辺のところを子どもの最大の権利と利益ということと、や

はり良質な教育環境ということを考えてみた時に、どういう環境が子ども達の成育

にとって良いのだろうかということを、やはり考えていきたいというのは、これは

立場がありますし、お仕事されていることもありますから、そんな中でどんなふう

に預かる施設をつくっていくんだ、施設の内容、保育の内容をどうしていくんだと

いうことは、これは各園や施設で考える問題ですが、大まかに言って私達はそうい

う考えを持っているということなんですね。ですから、それ以上言うと、そしたら

保育園はだめなのかということになって、大変誤解を招きますので。ただ、純粋に

子ども達にとって考えていただきたいということは、朝７時から晩７時まで預けて

いるということが、子ども達の成育にとって良いのかどうかということを、原点に

戻って素直に考えていただきたいというふうに私は思います。これ以上言いますと

おかしなことになりますので、色々な考え方があるだろうと思いますので。ただ、

今例えば教育力が落ちたり、或いは核家族化しておじいちゃんおばあちゃんとの関

係がなくなったので、非常に色々な教育というものを伝達していくことが難しいと

いうことで、そういう意味で保育園や幼稚園や集団生活に預けるということは、こ

れは今現在色々な家庭の問題があったり、色々な虐待の問題があったりしたことを

考えた時には、当然子どもの成長にとってあまり好ましくない家庭というのはあり

ますし、そのような家庭から考えれば、当然保育園だということでしょうけれども、

２歳や３歳の子どもにとって、長時間ということが果たして堪えられるのだろうか

ということの観点に立った、私達の立場なんです。ですから、今の制度から混乱す

るというようなことを、逆に我々は、今全国の私立幼稚園連合会は、元に引き戻そ
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うということ、それはこの間も一番最初に申し上げたように３党合意で戻せない部

分があるのですが、それをできるだけ元に戻していこう、だからこんな状態の状況

に今達しているということは、ご理解いただいたほうが良いと思います。現状は、

幼稚園側は元に引き戻そうと、もっと極端に言えば、元の保育園と幼稚園とに分け

たらいいじゃないか、みたいな状態に、ややこしくなるだけで何も変わってないじ

ゃないかというような状態に今なってきているんですね。それは、やっぱり私学の

幼稚園の立場、保育園の立場、色々なことがある、考え方の違いがあるので、そん

なふうにしてやはり独立していったほうが良いんじゃないかみたいなことになっ

て、じゃあこうして３党合意になったから、真中も取られないし仕方がないじゃな

いかみたいな状況が今の現状なんですね。ですから、今国がこうだからこれが正し

いということではない。あくまでも、そういう流れの中でそうなってきた、しかし、

色々な組織の中で大切なことは何だろうか、子どもにとって大切なことは何だろう

かということを考えた時に、私は連合会の立場としての意見を述べさせていただけ

れば、こういうことだとご理解いただければと思います。 

福田会長  ありがとうございます。鳥居委員、どうぞ。 

鳥居委員 私は私立の幼稚園に子どもを通わせていたのですが、幼稚園と保育園の違いで一

保護者として実感したのが、やっぱり幼稚園の行事が、参観とか遠足のような行事

が幼稚園は平日の昼間にあるのですが、保育園は土日とかになっていくんですね。

こども園併設の幼稚園でしたので、その辺でお仕事されている保護者の方が平日の

幼稚園の行事に参加しにくいということは、すごくあったようです。今年の春に親

子遠足があったのですが、親子遠足は平日の昼間に行われるのですが、雨の日の延

期日も平日の昼間だったんですね。そしたらやっぱり、こども園の保護者の方はち

ょっと難しいということで、結局延期日がなくなってしまったんです。しかも、あ

いにく雨になってしまって、結局延期せずに遠足に行かずに園内でお弁当を食べて

終わってしまったということが、私達幼稚園の保護者からしてみたら、せっかく子

どもが楽しみにしてバスで出掛けられると思っていたのに、そうなってしまったと

いう不満も実はあったんですね。その辺でやっぱり、幼稚園側と保育園側の保護者

の微妙な感覚のズレみたいなのは、実感してきていました。なので、こども園化が

進む中でもちょっとしたそういうひずみが起こるのかなというのは、実感していま

す。 

福田会長  ありがとうございます。 

古座岩委員  現在保育園に勤めておりますが、平日に行われています。ですので、ご存知の保

育施設が全てではなくて、色々なパターンがあると思いますので、働くお母さん・

働いてないお母さん、幼稚園・保育園、私立と公立と、そういうことじゃなく、議

論されたほうが前向きな議論になるのかなと思いました。 

福田会長  ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

金山委員  私が言ったことで議論がこんなふうになってしまって、どうしようかなと思うと

ころもあるのですが、でもこれは結構大事なことだと思うので、もう一言だけ言わ

せていただきますと、個人の思いみたいなところと、大きく考えて制度としてどう

していくかというところは、分けたほうがいいのかなと思うんです。例えばさっき
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おっしゃった、国が間違っている考えがあって、本当は引きもどしたいというのは

本音だとは思うんです。やっぱり私学の幼稚園の先生方が考えることも、よく分か

ります。今までの数々のお話を聞いて分かりますし、ご自分達が今まで続けてこら

れたものを守りたいという思いもあるとは思うのですが、個人としてのお考えであ

ったり、組織としてのお考えと、今度市の大きな全体としての流れを決めていく上

では、やっぱりそこはちゃんと分けて考えないと、今の古座岩さんのお話もそうで

すが、私も分けたほうがいいのかなと思います。当事者レベルで、多分保育園のお

母さん達の思いと幼稚園のお母さん達は確かに違うかもしれませんが、今もっとも

っと費用的に大きな、さっきおっしゃったようにお金としても考えた時とか、今の

待機児童がすごくいてそれを解消していくにはどうしていくかという話も、規模の

大きさを考えると、やっぱりもうちょっと視点を大きく持って考えていくべきでは

ないかなと思うので、こういう新制度にあたっての幼保一元化というところを、い

や違うと言われると、いやいやそこを言ってはおしまいよ、というところがあると

思うので、個々人の思いとしてのご発言と、全体をやっていく上ではそこを踏まえ

た上で、やっぱりどうやっていくのかというところは、きっちり確認しながらやっ

ていくほうがいいと思います。私の発言はこれで終わります。以上です。 

城谷委員  個人と申し上げましたがそうじゃなしに、先程申し上げましたように全国私立幼

稚園連合会の考えですし、それが 60％ぐらいの幼稚園が現状のまま残りたい、残

りたいというのは希望じゃなしに私学助成という形で文科省からちゃんとした制

度で残すということなんです。ですから、残りたいという希望を言っているんでは

なしに、そういう制度がある。それに加えて働く保護者の方もおられるから、延長

保育というような形で対応して、選択肢がたくさんあるほうがいいではないかとい

うことを言っているんですね。今の考え方に逆流しているということじゃなしに、

選択肢がたくさんあるほうがいいじゃないか、幼稚園教育を受け、そしてしかも延

長保育という形で働くお母さん、働かないお母さん、そしてちょっと働くお母さん、

保護者の方がおられる、それをどれをとっても良いではないかということなんです

ね。その辺のところは個人の意見ではないということと、それとたくさんの選択肢

があっていいではないかということの考え方なんです。私学助成という私学のあり

方に、プラス働く保護者の方のニーズ、待機児童解消のための制度というものをつ

くろうと今しているんですよね。今あるものを充実させていけばいいではないかと

いうことです。選択肢をたくさんつくっているということですので、よろしくお願

いします。 

福田会長  ありがとうございます。他よろしいですか。 

 今議論している部分は、量の見込みをどうしようかということなのですが、２号

認定はやはり、保育所・幼稚園がこれからどうなっていくのかが深く関わりますの

で、今のような議論があって然るべきなんだろうなと思います。且つ、子どもと保

育・教育をどうしていくかは、かなり多様な価値観がありますので、そこをどう茨

木市として制度の中に落とし込んでいくかを考えた時に、やっぱり国の動きという

のがありまして、城谷委員はご存知だと思いますが、ある種迷走した部分があった

かと思います。ただ、そこを前提に我々としてはこれから先の茨木市の教育・保育
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がどうなっていくのかなというところを考えた時に、多分国の方針・規定がありま

して、これは無視できない部分があると思うんですよね。茨木市独自の財源があっ

て、勝手にやっていけるというなら別ですが、それは到底無理でしょうから、その

ことを考えた時に幼保一元化という方向性はもう変わらないだろうと思います。そ

れは委員の皆様もご存知だろうと思いますので、その中でどうこれを飲み込んでい

くのかというところだろうと思います。ただ、国の方針であるとか様々な物事が決

まっていくのが遅いので、それについては事業者の皆さんの苛立ちと言うか、国に

対する不信感みたいなものは当然あるだろうし、更にそれを受けて利用者の側は更

に不安になると言いますか、どうなっていくんだというところになると思います。

ですので、ひとつこの会としてずっと先を見据えた場合、幼保一元化という方向性

できっと集約されていくんだろうなと。これは多分、保育所もそうなんだろうと思

います。ただ、今は法律がまだ変わってない部分があって、保育の実施義務みたい

なのがありますので、なかなかそこにはいきつかないとは思いますが。ひとつ、今

後こども園化していくんだろうなみたいな部分は、イメージとして持っておく必要

があると思います。あともうひとつ、今少し話に出てきた、幼稚園に預けている母

としてはこうですよという立場と、保育所に預けてる立場としてはこうですよとい

うところがありまして、今の制度ですとそうならざるを得ない。要するに、お母さ

ん方の情報交換も保育所をどこにしようとなれば、保育所の話ですよね。幼稚園ど

こにしようとなれば幼稚園の話になっていきますよね。なので、ある種そこで制度

が分かれているが故に、親も二分せざるを得ない状況になっていると思います。そ

ういう意味で言うと、私がよくイメージしているのは、うちは保育所を使っていま

すが、もしうちの横に幼稚園があったら、どうしようということですよね。使いた

い、でも使えない。これがこども園化すれば使える。これは、幼稚園を使っている

親の家の横に保育所があっても同様だと思うんです。一番近いところに通わせたい

というのは、実は親の最も高いニーズなんですね。でも今は、制度が分かれている

が故になかなかそうはなっていないところがありますので、今後一つに集約させて

いくという方向でイメージしていただきたいなと思います。 

 それからもう一つは、城谷委員からもありましたように、僕もこの会議ずっとや

ってきて最近分かってきたなと思うのは、幼稚園は保育所化していますね。保育所

は幼稚園化していますね。イメージわくでしょうか。要するに、預ける側から言う

と保育所に預けると教育が無いというイメージが強くなるのですが、実はほとんど

の保育所で英語やっていますとか、サッカーやっていますとか体操やってますと

か、色々なことを取り入れて、ある種親のニーズを取り込んでいくような努力が相

当なされていると思うんですね。それは全く幼稚園も同様で、今城谷委員が是非活

用して欲しいと言った預かり保育の部分で言うと、多分幼稚園に滞在している子ど

もの滞在時間数は、相当延びてきているんだと思うんです。それを考えた時に、実

は一元化していく土壌というのは、相当整ってきているんだろうなと思います。な

ので、それが選ぶ側からした時にどっちも選べるような状況があればいいんだと思

うのですが、多分そうならない大きな前提として、やはり政治が不安定と言います

か、そこらでいったりきたりする。今、保育所も幼稚園も、もっと細かいことを言
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うと、子育ては親が中心なんだからもっと保育・教育に親が関わったほうが良いと

いう園もありますし、いやそんなのはいいので預けてくれたらあとは全部やります

みたいなところもあって、要するに親の価値観も多様化してますが、事業者のほう

も多様化していますので、そこのマッチングが上手くいくようになれば、かなりそ

このストレスというのは無くなっていくんだろうと思いますが、今はある種制度の

壁でちょっとイライラするところがありますね。そういった状況だろうと、今私と

しては認識してます。今言ったような子育て観について、ここは量の見込みについ

ての話ですが、量がどうなるかではなくて、本来子育てはどうあるべきかというと

ころを皆で議論していくこと。多分、よほど虐待とかをしない限り、ほとんどの子

育てというのは正解だと思うんですよね。色んな子育てがあるんだということを、

我々が認識しながらこれからを考えていくことが重要ですので、今のような議論と

いうのが、会議はなかなか進みませんが、重要なのかなというふうには思っており

ます。 

 量の見込みについて、一つだけ質問したいのですが。２号認定で言いますと、平

成 31年度になると、かなり確保から量の見込みについての余りが増えてきますが、

この数字を事務局はどう見てるのかなというのが気になるのですが。これはこうい

うものでよろしいのでしょうか。ちょっと多いのか少ないのか、こんなものなのか。

私自身も、この数字を見てどうという判断がつかないのですが。はっきりしてるの

は、来年待機は出るよということですね、これは。この数字は多い、少ない、こん

なもので言うと、だいたいどこで見たらいいんでしょうね、我々としては。 

事務局 

中井課長 

 結論から申し上げますと、来年度についても、若干の待機児童というのは発生し

てしまうのかなというふうには思っております。31年度の数字が多いのか少ない

のかというところについては、今現時点で見込んでいるものになりますので、今申

し上げました確保方策を実施する中で若干変わってくるでしょうし、この見込みも

また年度、年度で確認していく必要があると思いますので、今この時点で 31年度

の数字が多いか少ないかというのは、ちょっと判断し難いというのがあります。 

福田会長  ありがとうございます。多分、ここで我々が気にしておきたいのは、近い将来見

合ってきますよと、むしろ少し余るんじゃないかという部分ですよね。そういう意

味で言うと、実は１号認定のほうも 31年度に 480余っていますので、これから幼

稚園・保育所・認定こども園の割合、もしくは利用者の意向、もしくは事業者の意

向で、ここらの数字は当たり前ですがこのままいかない。もう少し途中で見直して

いくことも必要になることを前提としながら、将来的には心配ないんだという部分

を確認しておくということが、重要なのかなと思いますが。よろしいですか。 

事務局 

岡課長 

 国の見込みの手引きの中でも、利用意向率というのをよく使っています。先程の

資料の２のほうにもそういうところが出てきますが、それは今回のニーズ調査での

集約した結果、こういう家庭類型の方はこれぐらいの保育所に預けたいという利用

希望がありますという数字が、５年間変わらないという前提で動きます。これは大

前提になっています。ただ、将来推計人口で言うと子どもの数は残念ながら減って

いきます。利用意向率はそのままになるので、例えば保育所で言うと、保育所に預

けたい絶対数は下がってはきます。定員の数はそのままですと、差がどんどん開い
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ていくのは当然のことなのですが、ただ城谷先生もおっしゃったように、あくまで

抽出のニーズ調査の結果なので、来年ふたを開ければどうなっているか分からない

というのが、我々も正直なところです。ただ、何をよりどころに物を進めるかと言

うとこの調査しかないので、ここでこういう言い方をしては不謹慎ですが、とりあ

えず５年間こんな感じになりますよということをお示ししないと、国のほうも集約

できませんので、それで進めます。ですので、各既存の幼稚園・保育所については、

毎年のように来年どうされますか、どういう意向がありますかということを調べま

すし、我々も年度年度の利用状況、それから申し込みの様子を見て、この数字が良

いのかどうかというのは、毎年この数字の過不足を集約しながらおよそ３年目を目

途に実際はどうなのかということを見直すということは、考えています。ですので、

会長がおっしゃったように、５年後の数字は確かに言葉悪いですがダブつくという

ことになりますが、それも３年目あたり 29年ですね、国は保育所で言うと 29年度

には待機児童ゼロにしなさいと言ってますから、その辺りをクリアできた時点でど

うするかというのを、もう一度皆さんのお知恵もいただいて考えていくということ

になります。 

福田会長 ありがとうございます。三角委員どうぞ。 

三角委員 これは 5カ年計画ですよね。これだけダブつくということですが、今事務局の説

明であくまで数字ですとのことでしだが、そうではなくって確保方策というのがあ

るのだから、余ったらどうするのかという方策も載せたらどうでしょうか。それも

考えておかないと、我々受け入れる側としては、つぶれるというわけで、城谷先生

のところとケンカしなければならなくなります。公立を減らします、とか何か一文

入れていただかないと。 

福田会長 ありがとうございます。私が思っていた不安は、全く的中していまして、確保の

方策で言うと、とにかく増やしていくぞと、どう増やそうかというところがターゲ

ットになっているわけですが、余ったらどうするのというところですよね。これは、

利用者からしてみると選択肢が増えるのは当然良いことですが、事業者からすると

来なきゃ困るよというところは当然あるわけですから、そこらの需給のバランスを

どう取るのかなというところは考えても良いのかなと思います。ただ、今すぐは難

しいでしょうから、これから検討していただければと思いますので、どうぞよろし

くお願いします。ありがとうございます。これはまだ序盤ですので、そろそろよろ

しいでしょうか。 

 次は、３号認定でございます。事務局からのご説明をお願いします。 

事務局 

吉田課長代理 

 

 それでは３号認定の量の見込み、確保方策につきまして、ご説明いたします。 

 それでは資料１の９ページをご覧ください。量の見込みの欄の保育利用希望の平

成 27年度以降につきましては、先程の２号認定と同様にニーズ調査の数値を反映

させております。尚、各ブロックの保育利用の希望の算出方法につきましても、２

号認定と同様に 24から 26の３か年平均の割合を算出し、市全域の保育利用希望数

に按分して算出しておるところでございます。次に確保方策としましては、２号認

定で述べました確保方策にプラスしまして、０から２歳の小規模保育事業の拡充を

検討しているところでございます。以上の確保方策を実施した上で、市全域におき
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ましては平成 30年度以降から需要量を満たしている状況になっております。 

 それでは 10ページ以降ですね、中央、東ブロックにおきましては、平成 27年度

以降需要量を満たしておる状況になっております。13ページ南ブロックにつきま

しては、28年度以降需要量を満たしているところでございます。なお、西・北ブ

ロックでは、31年度まで需要量を満たすことが困難な状況となっています。 

 ここで一点訂正がございます。申し訳ございません。10ページ中央ブロックの

０・１・２歳児の確保内容における認定こども園の欄に、30年度以降数値が 15人・

45人と記載されておりますが、こちらにつきましては本来 12ページの西ブロック

の０歳児１・２歳児の確保内容における認定こども園の項目に記入すべきところで

ございましたので、今回この場をお借りしまして訂正させていただきたいと思いま

す。３号認定の量の見込み・確保方策については、以上でございます。 

福田会長  ありがとうございました。 

事務局 

吉田課長代理 

 すみません。中央ブロックに 30年度以降、認定こども園０歳児につきましては

15人と 31年度まで入っております。続きまして、１・２歳児につきましては 45

人という数値が入っております。これにつきましては、本来申し訳ございません、

西ブロックに入れるべき数字でございましたので、訂正のほどよろしくお願いしま

す。 

福田会長  すみません、ここは０、０ということですか。 

事務局 

吉田課長代理 

 そうです。０、０ということで修正していただきまして、逆に 12ページの西ブ

ロックに、今 15と０歳児は入っておりますが、こちらの 15の数字に先程の修正を

お願いしました 15を足していただいて、30と。それと、１・２歳児については、

西ブロックで既に 44という数字が入っておりますので、先程中央ブロックで修正

していただきました、45をそれぞれ足していただいて、89という数字に修正をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

福田会長  ありがとうございました。３号認定について、ご説明いただきました。ご意見ご

質問等を受けたいと思います。いかがでしょうか。平田委員、どうぞ。 

平田委員  今、訂正してくださいとおっしゃっていましたが、中央ブロックは０の状態なん

ですか。必要としている方がいっぱいいらっしゃるのですが。利用したいという方

も。待っておられる方がおられるのに、何故中央ブロックは０なのでしょうか。一

番中央ブロックは交通に近いところですよね。そのためにマンションに移られて待

っておられる方がいらっしゃるし、こども園については期待しておられる方が多数

いらっしゃるんです。そこが０で、他がどうということは言いませんが、ちょっと

これはおかしいんじゃないでしょうか。一番必要としておられるところだと思うん

です、地域的に。ちょっと見直していただきたいのですが。 

城谷委員  先般、つどいの広場の説明会と言うか話し合いがあって、私もその時にちょっと

出させてもらったのですが、その時につどいの広場の人達が、一時預かりとか或い

は施設の預かりを現在認めてもらえないということでおっしゃっておられました。

ですから、そういう行政の枠があるのだったら、是非この辺のところも開放してい

ただいて、預かる広さだとかはあるでしょうが、おっしゃっておられたのは、認可

さえしてもらえればそれは広げていきたいというようなことをおっしゃっておら
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れましたので。その辺のところの検討もしていただいたほうがいいんじゃないかな

と思います。 

福田会長  ありがとうございます。 

事務局 

中井課長 

 中央ブロックでの認定こども園というところですが、ここでお示ししているのは

３号認定、３歳未満の子どもの保育の必要量をどう確保していくかを示していま

す。実際にはこのブロック内にある、例えば保育園から認定こども園化を考えてい

るとのご意向もうかがっているところもございます。したがいまして、中央ブロッ

クに１ヶ所も認定こども園ができないのでは、というご心配は要らないというふう

に思っています。施設の希望もございますし、地域のニーズもございますので、当

然その辺りも勘案しながら認定こども園化というのは進めて参りたいというふう

に思っています。 

福田会長  ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいですか。 

 私のほうからいいですか。確保方策３号認定について、全体としてはいずれつく

るということが数字で分かりますが、これを見させてもらうと西ブロックそれから

北ブロックについては、平成 31年度までにはブロックの中では数が満たせないと

いう状況になっていると思います。私は茨木に住んでいるわけではないのであれで

すが、以前北ブロックに住んでいましたので、だいたい雰囲気は分かるのですが、

それを考えますと結構差がありますね、北ブロックから実際通うことを思ったら。

そこを何とか解消するようなことも、今後考えていく必要が。数が足りるかどうか

ではなくて、使いやすさ、というところも今後、ここにどう書くかは難しいかもし

れませんが、事務局には是非検討していただいて、単に入れるだけではなくて、使

い勝手が良くなるような方策も考えていただかないと、ブロック分けにした部分で

言うと、しんどいことも出てくるかなと。是非よろしくお願いします。 

 他よろしいでしょうか。事務局どうぞ。 

事務局 

吉田課長代理 

 先程の修正に補足しまして、一言よろしいですか。先程、中央ブロックの認定こ

ども園の数を０ということで申し上げましたので、差し引きの欄の数値が、一番下

の表の下のほうにございますので、こちらの数値も修正になりますので、細かい話

しで申し訳ございません。それと、上に示しております確保方策につきまして、中

央ブロック（４）の欄に「認定こども園の新設を検討する」というところを記載し

ているのですが、認定こども園が中央ブロックにつきまして０ということで修正に

なりますと、こちらの確保方策の新設というところも修正をしていただきたいと思

います。申し訳ございません。 

福田会長  すみません、数字どう変わりますか、一番下。 

事務局 

吉田課長代理 

 中央ブロックにつきましては、30年度０歳児が 59から 44、60が 45、それと１・

２歳児の差し引きの 195が 150、199が 154、次の 12ページの西ブロックのほうが

30年度の０歳児がマイナス 40がマイナス 25、31年度のマイナス 38がマイナス 23、

それと１・２歳児の差し引きの欄のマイナス 137がマイナス 92、31年度のマイナ

ス 127がマイナス 82という具合に変更になります。よろしくお願いいたします。 

福田会長  ありがとうございます。それでは３号認定について、ここまでの議論でよろしい

でしょうか。 
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 続きまして、時間外保育事業について事務局のほうから説明をお願いいたしま

す。 

事務局 

吉田課長代理 

 それでは、時間外保育事業の量の見込みと確保方策について、ご説明いたします。

まず、量の算出方法ということで資料２の７ページをご覧いただくようにお願いし

ます。まず、量の見込みの算出方法といたしましては、保育の必要性のある家庭の

推計児童数に＜利用意向率＞認可保育所から居宅訪問型保育のいずれかを選択し

た人の割合を乗じ、更に利用希望就労時間で６時半以降と記入している割合を乗じ

たものでございます。 

 それでは資料１のほうに戻りまして、15ページをご覧ください。こちらにつき

まして、量の見込みの欄の利用者数の見込みの平成 27年度以降の数値につきまし

ては、ニーズ調査の数値をそれぞれ反映させております。ブロック別の量の見込み

と確保方策につきましては、平成 27年度以降市全域におきまして需要量を満たし

ておる状況でございます。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

福田会長  ありがとうございます。事務局の説明につきまして、何かご質問等あればお願い

いたします。金山委員、どうぞ。 

金山委員  この理解で合っているかどうか確認をしながら、お聞きしたいのですが。この部

分については、今確保方策をしなくても、これで十分できていますのというのが結

論だとは思うのですが、時間外保育を何時までできるかというのは、特に保育園と

かにおいて決まってますよね。もちろん時間を長くやってらっしゃるところは９時

までぐらいだったかなと記憶していて、私が子どもを行かせている保育園でも７時

までなので、私自身は当事者の立場として私が利用しているところでは確保がされ

ていますが、どうなんだろうと思うのは、７時より前に各保育園で閉園時間が決ま

っているところだと、いくら市全体としては供給量が足りていますと言っても、自

分が使いたいと思っているにも関わらず、６時とかで終わるところだと、相変わら

ずニーズは満たせないのがずっとそのままいくみたいなふうにならないのか、そこ

はどう考えたらいいのでしょうかという質問なのですが。できているところはでき

てるが、相変わらずできてないところはずっとそのまま今後もできてないまま、当

事者はそのままいくということになるのでしょうか、どうでしょうか。 

事務局 

中井課長 

 今それぞれの在園されている保育園等での時間が、自分の求めているものと違っ

た場合ということのご質問かと思うのですが、全体の数の部分については満たされ

ているが、それぞれの利用時間であったりとかそういう部分での… 

金山委員  実施園によって閉園時間が違うので、自分が望んでいる時間外保育の時間が確保

されてない保護者さんはいっぱい今もいるんでしょうかということと、その人達の

ニーズはどう解消していけばいいのでしょうか。 

事務局 

中井課長 

 現状は、待機児童がたくさんいる中でご自身の希望している保育園とか保育所に

行けてない方がたくさんいらっしゃいますので、そういう中では今金山委員がおっ

しゃったように、本当は延長保育も８時まで９時までやってるところに行きたかっ

たけど、そこがいっぱいで入れてないというようなお声は、お伺いしております。

この様なニーズについては、延長する事業者等の体制の問題もございますし、それ

からもちろんそれを動かすための人、それから財源の問題等ございますので、協議
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をさせていただきながら拡充に向けた取組みをさせていただきたいというふうに

思っています。今後、待機児童の解消施策を実施する中で、ある程度充足されてく

れば、事前の情報提供というのも私共に求められている作業でございますので、そ

ういった意味では各園の特色を事前に覧できるようなものをお作りしてお示しす

ることで、保護者の方がよりニーズに応じたところを選択できる、そういった仕組

みに持っていきたいというふうには考えております。 

福田会長  ありがとうございます。金山委員、よろしいですか。 

金山委員  はい。 

福田会長  他いかがですか。 

三角委員  前にも教えていただいたのかもしれませんが、何故 18時 30分からなんでしょう。

だいたい 18時が基本で、そこからの延長だと理解しておりましたが。国のほうも

18時以降となっておりますので。 

事務局 

吉田課長代理 

 今公立保育所が、実際延長保育として統一しているのが 18時 30分というところ

で、今の公立の保育所の形を国の示している手引きが 18時以降となっているので

すが、市の実態に合わせて 18時 30分ということで修正をさせていただいてます。 

三角委員  実態は、私立のほうが多いと思うのですが。 

平田委員  時間外保育については、私自身把握しているのは、各園によって何時から園が開

く時間が違いますよね。何時に終了するかですが、一応８時間保育が基本になりま

すので、８時から８時間後でもいいし、それの前後で計算するんですね。そういう

ふうに私は把握しておりますが。８時から８時間保育にしてそれ以降が時間外、９

時から８時間にしてそれ以降が時間外保育、そういうふうに私は保育所の時に説明

を受けたのですが。だから公立の場合は、同じようにどこも統一しておられるので

すが、私立の場合は各園で設定すればいいというふうに。だから９時から規定の８

時間にしてもいいし、８時から規定にしてもいいと。 

三角委員  基本は８時間、でも 11時間に変更してきてますので、私立の多くの園が７時か

ら 18時までが一番多いんじゃないかと私は認識しています。８時間は国が決めた

基本の話で、今はそこから延長して 11時間は開きなさいというふうに変わってま

すので、11時間なら皆さん７時から 18時にされているんじゃないかなと。私の認

識不足かもしれませんが。 

福田会長  ありがとうございます。事務局、18時以降を 18時 30分以降にしたという部分

で、いかがでしょうか。これはこれでよろしいというふうに理解したほうがよろし

いですか。今の話でいくと、大抵の私立を前提にした場合は 18時以降とするほう

が、計算式としては妥当なんじゃないかということに、私もそうなのかなという気

がいたしますが。いやいや、そうではないんだというところがあれば、是非お願い

したいと思います。多分、国の手引きを変えたところには、それなりの理由がある

と思いますので。 

事務局 

岡課長 

 会議が終わるまでに結論が出たら説明しますし、無理でしたら一度持ちかえらせ

てください。三角先生がおっしゃるように、実態がどうなのかもう一度見て、今公

立の実態で言ってますが、私立含めた標準的な時間を見て、国の手引きが妥当であ

ればそれに見直した形でもう一度やり直しをしますので、すみませんがここの見込
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みと確保の方策、18時にすると恐らくもう少しニーズ量が増えるんだろうと思い

ますので、それでも尚且つ同じような答えが出るかどうかということ、その辺も含

めて預からせてもらいます。 

福田会長  ありがとうございます。ご検討どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは引き続きまして、放課後児童健全育成事業、学童保育について事務局お

願いいたします。 

事務局 

島本課長 

 座ったままで失礼して説明させていただきます。簡単に要点で説明したいと思い

ます。19ページをよろしくお願いしたいと思います。中ほどに確保方策について

記載させていただきました。市の方向性ということで、これまでからも説明をさせ

ていただいていますように、来年度 27年から集団規模の適正化、教室の分割を行

います。それによりまして、需要のほうは満たしていけるものというふうに判断を

しておりますので、全てクリアできるということでございます。これは低学年の部

分となりますが、ただ、高学年の部分につきましては、今現在受け入れをもちろん

行っておりませんので、この分割が進んで整備ができた段階で、そこで検討を行う

というふうに考えておりますことから、数字としては０ということになります。以

上です。 

福田会長  ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、子育て短期支援事業（ショートステイ）について、説明の

ほうをよろしくお願いいたします。 

事務局 

平林課長 

 子育て短期支援事業（ショートステイ）でございますが、利用者の見込みに対し

まして確保の内容ということで、平成 27年度がマイナスになっておりますが、平

成 27年度により使いやすいように制度の見直しを検討したいと考えております。

それに伴いまして、現在市内の児童養護施設にお願いをさせていただいておりま

す。基本は３施設にお願いさせていただいておりますが、空いていないような場合

がございますので、その時のために市外の施設を２か所追加することを考えており

ます。それで、量は確保していきたいと考えております。以上でございます。 

福田会長  ありがとうございました。委員の皆さん、いかがでしょうか。よろしいでしょう

か。 

金山委員  以前の会議でもショートステイのことについては度々発言させていただいたと

思うのですが、多分前田先生のご説明も前にいただいていたように、茨木市は児童

養護施設が３か所もあるので、すごく恵まれた状況で供給側としては足りているん

だと、でも利用実績が極端に低くて、それはやっぱり使いづらいからだという話し

を再三してたと思うのですが、何故平成 27年にマイナス 34という数字になるのか

というところがよく分からないなというところと、あと、施設も３か所あって供給

量としては足りてるのかなと市民レベルではそういうふうに感じているのですが、

今日は量の見込みの話しなので、使いやすさという話はまた次回以降になるとは思

うのですが、今そんなに使いづらい状況で、あえて今何故市外の施設２か所も追加

をするんだろうかというところがすごく不思議で、例えばこれ委託金とか何かお払

いをするのであれば、３か所十分あるのに何故２か所も確保をする必要があるのか

というのが、よく分からないのでご説明いただけたらと思います。 
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福田会長  お願いします。 

前田委員  この数字を見て、申し訳ないなと思っております。責任も感じているのですが、

皆さんご存知ない状況で、今一時保護というのが急増しています。この北摂の地域

に箕面のほうに１か所一時保護所を大阪府がつくったのですが、これで相当解消で

きるという大阪府のＰＲで、一時保護に要する費用も少しプラスしていたのです

が、今度は撤去されまして、びっくりされるぐらいの僅かなお金で一時保護をして

おります。本当に最低限度の生活、食べるぐらいのお金しかもらえません。私共は

やはり公的な仕事だと思ってしているんですね。その中に命に関わるような一時保

護が急に増えてきました。昨年の８月にできたのですが、ものすごいんです。こう

いうところで申し上げていいかどうか分からないですが、例えば裁判で係争して争

っている事例の子どもさんが入って来るんです。本来そういう方は、一時保護所で

お世話いただくべきだと思うのですが、今児童養護施設にたくさん入ってきていま

す。だから、何か怪我でもするととんでもないことが起こってくるんですね。２～

３年前は何とかいけたと思うのですが、ここ急にそういう状況があります。これが

一点。それで、やはりこのことに関して、茨木市だけではない、市町村事業ではあ

るわけですが、もう少し明るくご利用いただけるようなショートステイができるよ

うな建物を、敷地の中に増やしていくと、そういうことができれば職員配置もそこ

に可能であれば、それこそ金山委員が前におっしゃられたことは心に命じておりま

すが、本当に市民の方が利用しやすいものができる。だからこれは、今日の論点で

はありませんが、今後そういうふうに考えていきたい。もう一点は、最善の利益と

いうのが盛んに出てきておりますが、茨木市内の小学校に私共が送迎しています。

というのはやはり、学習権を保障してあげないと、いくらショートステイでお預か

りしていても一日遊ばせているということが、学童に良いかどうか。幼稚園は別で

すが。小学生・中学生は、学校に送り迎えをしています。実はこれは、そういう費

用の中に捻出されていません。だから本当に最善の利益ということであれば、他市

で東京のほうでやっておられるように、やはり送り迎えの手当てなりをお願いでき

れば、職員配置を加算するとかそういうことで、より良いケアができる。２か所他

市のほうで広げていくというのも、やはりこれはその時その時の方策としては良い

かと思うのですが、できたら茨木市内の３つの施設にそういう手当をお願いできれ

ばいいなと思います。 

福田会長  ありがとうございました。続きまして、事務局からお願いします。 

事務局 

平林課長 

 去年度の実際の状況として、今ご説明いただきましたような理由もありまして、

偶然多くなった、ケースが重なったということもあるかもしれないのですが、何件

か利用していただけないようなケースがございましたので、検討させていただきた

いと思いましたので上げさせていただいていますが、利用状況はまた先生ともご相

談させていただいて、施設とも相談させていただいて考えていきたいと思っていま

す。あと、送迎のお話がありましたが、そういう色々なより使いやすいようにその

辺は検討、実際は使いたいけど制度で使えないということもありますので、それも

検討して参りたいと考えております。 

福田会長  ありがとうございます。金山委員の質問で言うと、利用者数の見込みが要するに
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計算すると非常に増えるので、それに対応して実施箇所数を増やすというイメージ

でよろしいですか。元々少なかったのに、増やすとはどういうことだみたいな。 

事務局 

平林課長 

 制度の見直しをすることによって、より使っていただけるように、と言うか今実

際に使えてないケースがございますので、そのケースを試算いたしますと、この数

字になります。それを満たすように考えております。 

福田会長  他いかがでしょうか。よろしいですか。 

 続きまして、地域子育て支援拠点事業（つどいの広場、地域子育て支援センター）

について、事務局から説明お願いいたします。 

事務局 

平林課長 

 地域子育て支援拠点事業（つどいの広場、地域子育て支援センター）でございま

す。資料１の 24ページをご覧いただきたいと思います。市全域としまして、現在

20か所ございます。これは、ニーズ調査によります数字が見込みの数字になって

おります。今現在 20か所ありまして、今後毎年２か所ずつ開設していきたいと考

えておりまして、４年間で８か所の増を考えております。１か所あたり、過去の利

用実績の平均から割り出しまして、１か所増やすと 5,300人/日が増えるものとし

て算出しておりまして、27年度が 20だったのが毎年２か所ずつ増えまして、31年

度には 28か所ということで、この 28か所に増やすことによりまして量の見込みを

確保したいと考えております。実際の具体的な場所につきましてですが、子どもさ

んの人口が多いところで位置的に通い難いところ、遠かったり起伏が激しかった

り、そういうところへの開設を考えております。各ブロック別にいきますと、中央

ブロックは需要量は確保できております。東ブロックがマイナスになっておりま

す。西ブロックも同様でございます。南ブロックもマイナスになっておりまして、

北ブロックは最初はマイナスですが 31年度には量の確保ができる予定をしており

ます。それぞれ東ブロックが 29年度に１か所、西ブロックが 28年度と 30年度に

１か所ずつ２か所、南ブロックが 28年度と 31年度で１か所ずつ、北ブロックが

29・30・31で３か所をざっとの予定ですがこういうふうに開設していき、31年度

には量の見込みを達成したいと考えております。以上でございます。 

福田会長  ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問等を受けた

いと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、一時的な保育事業「幼稚園在園児を対象とした一時預かり」

「その他の一時預かり」について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

中路係長 

 それではご説明いたします。資料 27ページからとなります。まず表の見方です

が、利用者数の見込みというのは、これはアンケートの結果の量の見込みをそのま

ま記入しております。確保の内容につきまして、受け入れ可能人数、この計算の仕

方ですが一日の預かり利用定員に一年間の預かり開設日数を掛けた数字となって

おります。実施か所数は、茨木市内の市立幼稚園・私立幼稚園・認定こども園で一

時預かりを実施している園の合計数を記入しております。需給量の見方としまして

は、受け入れ可能人数から利用者数の見込み、その合計を差し引いた数となってお

ります。結果としましては、やはり中央ブロックで幼稚園が１園しかないというこ

とで、マイナスということは出ているのですが、市全域で見ていきますと十分供給

できていると、確保できている状況になっております。 
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福田会長  ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問をお受けし

たいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、「病児・病後児保育」について事務局から説明をお願いい

たします。 

事務局 

岡課長 

 すみません、一時預かりがもう１つございます。30ページからの。 

福田会長  すみません。続きまして事務局よろしくお願いいたします。 

事務局 

平林課長 

 「その他の一時預かり」ということで（保育所等）となっていますが、具体的に

は保育所と、市の施設であります子育て支援総合センター、すこやかセンター、あ

とつどいの広場４か所ということになっております。実施か所数のところに誤りが

ございまして、27年度６、28年度７となっております数字は、保育所以外の数字

でございます。実際にはこの数字に 21を足していただくことになりまして、保育

所が 21ありまして、27年度 27、28年度 28、29年度 29、30年度 30、31年度 31

というのが、実際の数字でございます。すみません。市全域のところが間違ってお

りますので、訂正をお願いいたします。各ブロック別では、中央ブロックで４か所、

東ブロックで３か所、西ブロックで４か所、南ブロックで６か所、北ブロックで４

か所ありますが、それについては合っている数字となっておりますので、そこのと

ころはそのままでお願いいたします。 

 実際の確保方策としまして今現在 27ですが、それを毎年つどいの広場さんの預

かりですね、一時保育を一か所ずつ増やしていきたいと考えております。４年間で

４か所増やしていきたいと考えております。それで、中央ブロックは実施か所数１

で需要量を確保できておりますので、このままでいきたいと思います。東ブロック

が 28年度に１か所追加を考えております。１か所あたり 270人/日の増を見込んで

おりまして、これも過去の実績平均から割り出した数字です。西ブロックは 29年

度に１か所追加、南ブロックはそのまま、北ブロックは 27年度と 30年度に１か所

ずつ追加の予定をしております。北ブロックのところですが、すみません、実施か

所数はつどいの広場の分が間違っておりまして、31年度実施か所数５となってお

りますが、６に増やしていただきたいと思います。全体では 31年度には確保でき

る予定をしておりますが、ブロック別で見ますと東、西、北が確保できていない状

況でございます。中央とか確保できているエリアの分を実際にはご利用いただくと

いうことになります。 

福田会長  ありがとうございます。その他の一時預かりにつきまして、ご意見ご質問等を受

けたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、「病児・病後児保育」について事務局から説明をお願いい

たします。 

事務局 

吉田課長代理 

 それでは「病児・病後児保育事業」の量の見込みと確保方策について、ご説明い

たします。まず量の見込みの利用者数の見込みの算出方法といたしまして、こちら

につきましてはニーズ調査で示された保育量に、病児・病後児の病児保育の登録者

数に占める割合、こちらが 26.2％ございまして、そちらを乗じた結果算出された

数値を利用者数の見込みとして補正いたしております。確保の方策としましては、
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30年度に病児保育室を１か所開設、31年度に病児保育室を 1か所開設、それぞれ

拡充することによりまして、31年度以降需要量を満たしている状況となっており

ます。以上でございます。 

福田会長  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問等を受け

たいと思います。いかがでしょうか。 

古座岩委員  しばらく利用できない方が何年か続くようですが、利用施設ができるまでの間、

例えばベビーシッターなどの事業の展開はありますでしょうか。 

事務局 

中井課長 

 実績の数値が 762ということで、そのままの単純集計では１万を超える数字が出

ておりまして、こういう数字に補正をさせていただいております。実際に２か所整

備を行ってまいりたいと思っておりますが、この数値に近付くようなニーズが確認

できたら、もう少し前倒しして整備のほうをさせていただきたいと思っておりま

す。ベビーシッター等での制度設計というのは、今現在のところは考えておりませ

ん。 

福田会長  ありがとうございます。 

古座岩委員  後程ファミサポが出てくると思うのですが、ファミサポでも事業内容を広げて病

児の方というのはないということでしょうか。 

事務局 

平林課長 

 ファミサポでの病児・病後児の預かりは非常に厳しいと考えておりまして、近隣

等でもしておられるところが実際にございませんのは、やはり難しいからだと考え

ております。 

古座岩委員  多分情報としては、保護者の方が知りたいなというのが実情だと思うので、例え

ば民間のベビーシッターだったり、病児保育をしてくれる人を派遣してくれるよう

なところの紹介とか案内というのは、特になしということでしょうか。 

福田会長  多分今のお話しは、その他のところの利用者支援事業に関わってくると思います

が、利用者支援事業の中で紹介していく事業の範囲がどこまでいっているかという

ところと関わってくるのではないかと思いますので、今後検討していただけますで

しょうか。またお答えいただける時になれば、お答えいただけると思いますので。 

金山委員  時間もない中で申し訳ないのですが、さっきのショートステイで言ったことと根

本的には似ているのですが、ここについても利用したい人がすごくいるにも関わら

ず、利用ができてないというのはずっと言われていて、ニーズ調査の中で示された

量というのに基づいて施設数を増やしますという、基本的にはそういう考えなので

すが、数を増やすということが解決方法ではないと思うのです。利用したい人がこ

れだけいるから、施設を１か所ずつ増やしますみたいな感じで本当にいいのかなと

いうところと、反対に使いやすさというところをこれから議論していくと、多分こ

んな数ではなくて、それだったら使いたいということで爆発的に増えるとしたら、

反対にこの４か所で足りるのかなという２つのことがあって、ちょうどニュースで

大阪市も病後児保育に力を入れていきますみたいな感じのニュースが出たばかり

なので、やはり茨木市としても特に働くお母さんが多いので、数の確保も本当にこ

の量で適切なのかというところがあります。 

事務局 

中井課長 

 実際に、利用しやすさ、制度の使いやすさが改善されれば、もっとこの数という

のは当初出てきた１万という数字に近づいていく可能性というのは、もちろんござ
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います。また、この委員会の中でも仕組みであるとか利用しやすさの改善の部分を

セットで考えて欲しいというご意見もいただいておりますので、当然、そこについ

ては研究してまいりたいというふうには考えております。ただ、一定国のほうでこ

の病児・病後児保育の設計をされています。子ども達の状態が不安定な時期にお預

かりをさせていただくこと、また、急変した場合の対応策という部分も含めて、事

前の主治医の診察であったり、当日の診察であったりという指定されている部分も

ございますので、その辺も考えながら、他市でのとりくみについてもご紹介をいた

だいておりましたので、そういった部分も研究しながら取り組んでまいりたいと思

います。 

福田会長  ありがとうございます。他よろしいでしょうか。 

下田平委員  対象年齢のところですが、前回も質問させていただいたと思うのですが、０歳か

ら５歳児にここではなっておりますが、前回の時には小学校３年生までは大丈夫で

すよとお聞きしたのですが、これはどうなんでしょうか。 

事務局 

中井課長 

 茨木市の実態としては小学校３年生まで受け入れている状況がございますので、

利用の実態、茨木市の状況に合わせて検討する必要があると思います。 

福田会長  ありがとうございます。他いかがでしょうか。今日は木下委員がいらっしゃいま

せんが、病児・病後児保育も含めてニーズのある事業ですので、何か１つでも進む

ことがあればいいなと思います。 

 それでは続きまして、「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン

ター事業）」について、お願いします。 

事務局 

平林課長 

 「子育て援助活動支援事業」ということで、これにつきましては平成 27年度に

まず今使えてない内容等につきまして対策を行いたいと考えております。今後人口

が実際に減っていきますのと、学童保育の時間延長が導入されますと、ファミサポ

の利用者の減少が他市の例から予測できますので、これで需要量は確保できるもの

と考えております。 

福田会長  ありがとうございます。今のご説明につきまして、ご意見ご質問等はいかがでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、「その他の事業」①利用者支援事業【新規】、②妊婦健康診

査事業、③乳児全戸訪問事業、④養育支援事業について、説明をお願いします。 

事務局 

平林課長 

 まず、①利用者支援事業についてでございます。平成 27年度に子育て支援総合

センターに設置を予定しております。29年度から他の４つの各ブロックの地域子

育て支援拠点に１か所ずつ設置を考えております。それで目標量を達成したいと考

えております。 

 続きまして、②妊婦健康診査事業は後で説明させていただきますので、③乳児全

戸訪問事業のほうをお願いします。これは実際に全戸訪問をする事業でございます

ので、需要量は確保いたします。 

 それと、④療育支援事業でございます。今までご意見をいただいておりますよう

に、支援が必要な家庭に支援ができるようにということで、今後努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。 

福田会長  ありがとうございました。 
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事務局 

東井課長代理 

 すみません、②妊婦健診のほうを最後に説明させていただきます。お手元の資料

２の 16ページと資料１の 36ページ上段になります。資料２の 16ページの 31年度

の数字が間違っておりまして、資料１のほうの 36ページの妊婦健康診査事業の平

成 31年度の数字のほうが正しい数字となっておりますので、資料２のほうの数字

を 32,578に訂正をお願いしたいと思います。申し訳ございません。36ページのほ

うですが、平成 27年度から 31年度の見込み者数ですが、資料２の 16ページのほ

うにもございますように、量の見込みの算出方法に記載している通り、次年度の０

歳児人口に妊婦健診の受診回数 14回を乗じて算出しておりまして、確保の方策の

四角囲みですが、これまでも府医師会、府医師会に加入する医療機関、助産所、そ

の他里帰り出産先の医療機関や助産所で受診していただいております。今後も同様

に進めてまいりまして、全ての妊婦の方に受診をいただくことで確保のほうをして

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

福田会長  ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問を受けたい

と思います。いかがでしょうか。 

金山委員  時間が押しているのに申し訳ないのですが、利用者支援事業についてお伺いした

い。やったことないことを初めてやるということで、施設もないし多分ニーズの数

字も出てこないとは思うのですが、送っていただいたハンドブックの利用者支援事

業を見ながら、こういう理解でいいのかなと思いながら見ているのですが、子育て

家庭全てということで対象にはしてるのですが、結局のところ今も多分一か所ず

つ、最初は中央ブロックに一か所置いて、子育て支援総合センターに置いてという

感じで、多分その後子育て親子が集まりやすい地域子育て支援センターとかに各ブ

ロック１つずつ置くのかなというイメージなのですが、保育園とか働いてるお母さ

ん達がこれを利用できるのかと言うと、なかなか利用ができなくて、かねてから保

育園とか働いてるお母さんの子育て相談、いわゆる相談支援の部分が薄いなと個人

的には思っていて、せっかくこういう新制度の中で相談支援の部分ができているの

で、例えばの話ですが、こういう今の施設の置き方というのももちろんすごく素晴

らしい、ないところにできるので素晴らしいのですが、例えば巡回訪問型みたいな

感じで、いわゆるソーシャルワーク的な支援を保育所に通ってらっしゃるお母さん

に、例えばスクールソーシャルワーカーさんが外から行って、専門職が行って、話

しを聞くみたいな感じですが、どこかにどんとセンターを構えて相談事に来てくだ

さいというのは、保育所なんか結構支援が要るお母さんがいらっしゃるので、巡回

型で専門職が入っていくというような形でお考えいただくと、多分こういう数の取

り方もまた違ってくるのかなと思うので、ご検討材料に加えていただけたらなと思

います。 

福田会長  ありがとうございます。 

事務局 

岡課長 

 随分前に公立保育所の機能と役割というのを、概要をお示ししたと思うのです

が、保育所だけのことではなくて、そのエリアの保育所も在宅の家庭も含めて色々

なケアをしていこうということを、任務としてやっていこうとしています。専門職

が保育士にあたるかどうか、ここはちょっと考えないといけないのですが、一応今

は保育士が回って相談を受けるみたいなことを、今のお言葉をヒントにしていけた
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らなと。まずはそういう取組みからと思っています。よろしくお願いします。 

福田会長  ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

下田平委員  １番目の養育支援事業ですが、名前は変わってきていますが、最初から私は訪問

支援員として回らせてもらっているのですが、多分ニーズ量はすごく少ないと思う

んです。家庭で育児されている方に対しては、つどいの広場とかサロンでの交流と

かが唯一の事業かなと思うのです。しかし、認知度が低いためにあまり利用されて

いないというのはありますし、イメージが悪いかなと私は思うのですが、ずっと言

われてきてますが利用しやすいふうに変えてもらって、あと認知度を高めてもらえ

れば、もっと数が増えていくのかなと思います。 

福田会長  ありがとうございます。 

古座岩委員  先程の公立の役割のところに入るのかもしませんが、何度も発言させていただい

てるのですが、やっぱり療育という面でのサポートが、すごく今保育園の中では大

きくなっていて、卒園されてもなかなかうまく小学校で適応できず、保育園に帰っ

て来て相談されたり、学校に行けなくなったりするお子さんがたくさんいて、そう

いうお子さんを保育園で相談事業としてかなり多くの時間を割いているので、その

辺りも公立の保育園が地域の拠点になるということでしょうか。 

事務局 

岡課長 

 公立保育所の役割とするのか、今、あけぼの学園が児童発達支援センターとして

看板をあげております。そこが保育所等への訪問支援というのを実施していきます

ので、保健師であるとか心理判定員をあてて、必要な子どもの所属先へ出向いて行

って、個別の相談にのったりするということをやりますので、その辺りの制度と組

み合わせてやっていけるのかなと思います。 

古座岩委員  認可の保育園とか幼稚園とかだと、すごくそういう情報とか訪問も来てくださり

やすいと思うのですが、認可外とか事業所内とか、小規模だったり、そういうとこ

ろにもそういう事業は入ると思っていいですか。 

事務局 

平林課長 

 対象にしていきたいと思います。 

福田会長  ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは少し戻りまして、時間外保育事業でご質問が出ました 18時 30分以降と

18時までのことについて、いかがでしょうか。事務局からありますか。 

事務局 

中井課長 

 今日は時間外保育事業の実施状況の資料を持ち合わせておりませんので、一旦持

ち帰らせていただきまして、茨木市の実態を踏まえた上で、もう一度ご提案をさせ

ていただきたいと思います。 

福田会長  分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、時間外保育事業につきましては次回もう一度ご説明いただくというこ

とにして、他の部分につきましてはこのような形で進めさせていただきますという

ことで、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それではまだ議案はあるのですが、とっくに時間オーバーでして、どうさせてい

ただきましょうか。 

事務局  もしよろしければ、夜間はなかなかお越しいただけない奥本委員に来ていただい
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岡課長 ていまして、通所支援サービスのアンケート調査の結果をお配りはしてるのです

が、内容をお伝えして、もし奥本委員のほうから何かコメントをいただければと思

うのですが。その時間だけ頂戴できますか。 

福田会長  皆さん、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、事務局お願いいたします。 

事務局 

東井課長代理 

 説明をする前に、報告書の中であまり聞き慣れない用語が出てきますので、その

部分につきましては当日資料２のところでお配りさせていただいておりますので、

そちらのほうを見ていただきまして、また報告のほうをお聞きいただけたらと思い

ます。 

 それでは、報告書の１ページを捲っていただきまして、調査の概要ですが、通所

支援サービスの利用者の方に 260配布させていただきまして、有効回答数 158で、

有効回答率が 60.8%という結果になっております。その下段の３ページです。調査

結果の報告となりますが、簡潔にポイントを絞って報告をさせていただきます。ま

ず６ページをご覧いただきたいのですが、［２］の「子育ての状況」の下段の（２）

「子どものことで手助けしてもらえる人」がいるかという問いですが、ほとんどの

方が緊急時もしくは用事の時に手助けをしてもらえる人がいるということでお答

えいただいておりますが、グラフのほうを見ていただきますと、「いずれもいない」

という方が 20.3％あります。５人に１人の方は、子どものことで手助けをしても

らえる方がいないというような結果となっております。 

 次に９ページお願いいたします。「子育てや教育についての相談相手の有無」に

ついてでございますが、就学前児童を小学生と比較したグラフになっております。

各児童の保護者も表中の親族等の率がそれぞれ５割以上と高くなっているような

結果です。教育・保育については、就学前児童の保護者は、幼稚園の先生、保育所

の先生、それから小学生の保護者は小学校の先生が比較的高くなっておりますが、

療育機関利用の保護者につきましては、療育に関わる事業所・専門機関の割合が高

くなっております。中でも、かかりつけの医師が 35.1%、児童発達支援事業所の先

生が 31.8%、放課後デイサービスの先生が 22.5%となっております。 

 続いて下段 12ページの「母親の就労状況」ですが、中段の文中２段落目になり

ますが、就学前児童を小学生と比較いたしますと、療育機関利用の保護者はフルタ

イムで働くが、下の表を見ていただきますと就学前児童が 21.7%、小学生が 25.2%

に対しまして、療育機関利用の保護者が 7.6%と約３分の１となっております。フ

ルタイムやパート・アルバイトで働いている割合は、小学生の保護者の約半数とな

っておりまして、一方以前は働いていたが今は働いていないでは、小学校の保護者

24.2%に対し、療育機関利用の保護者が 51.3%となっております。 

 続きまして、20ページです。こちらのほうですが、「通所支援サービスを紹介さ

れた機関」についてでございますが、その他の項目が 42.1%と大きく膨らんでおり

ます。こちら、点線で下のほうに内訳を記載しておりますが、友人・知人を通じて

紹介されたという方が 30件ありまして、これを全体の割合にしますと 22.6%とな

ります。ですので、その上の乳幼児健診や相談機関というのが 28.8%となっており

ますので、友人・知人がそれを上回る結果となっております。 
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 次に 25ページをお開きください。これは「通所支援サービスや相談支援事業を

利用した感想」でございますが、円グラフを見ていただきますと、良かったという

方が９割以上ございまして、下の横の棒グラフですが、現在利用しているサービス

をサービス別に表わしておりますが、全ての機関で９割前後良かったというような

感想をいただいております。 

 28ページでございます。「地域子育て支援センター等の利用状況」でございます

が、利用状況について尋ねたところ、利用したことがないという方が 41.1%で最も

多く、以前利用していたが今は利用していないという方が 36.1%、現在利用してい

るが 8.9%となっております。下の比較の表ですが、療育機関の保護者が利用して

いる割合を 8.9%と、約３分の１低くなっているような結果となっております。 

 それから 32ページをお願いいたします。「手帳を持っていない理由について」で

ございますが、こちらのほうもその他の項目が 46.2%と大きく膨らんでおりますが、

内訳を見ますと、必要性を感じていないからという方が７件ございます。これを全

体の割合に戻しますと 17.9%となりますので、円グラフで一番高い割合の、申請し

たが取得できなかったという回答の 7.7%を上回る結果となりまして、必要性を感

じないからという方が一番大きく占めている割合になります。 

 35から 40ページまで、子育て支援サービスの認知度・利用度・利用意向をお聞

きしております。全ての項目で「知っている」ということで、横のページ右側の就

学前児童と比較をしたところ、10ポイント前後低くなっているというのが、①「母

親・父親学級、両親学級、育児学級」それから⑬「茨木市が発行する子育て支援情

報誌」を知っている、もしくは利用したことがある、利用したいというものが就学

前児童の結果と比較しますと、10ポイント前後大きく開いているというような結

果になっております。 

 最後になります 42ページですが、現在「悩んでいること」についてお聞きして

おります。「進路・将来のこと」また「子どもの成長」が多くの割合を占めており

ますが、先程の子育て支援サービスの認知度・利用度・利用意向のところでもそう

だったのですが、サービスの情報というところでも、こちら 20.3％悩んでおられ

るという回答をいただいておりまして、５人に１人の方が悩んでいるというような

結果になっておりますが、この結果から見ますと必要なサービスが必要な方に届く

ような何かしらの周知方法の検討が必要になってくるのかなと感じております。簡

単でございますが、以上でございます。 

福田会長  ありがとうございます。じっくり見たいところもありますが、時間がございます

ので。奥本委員、何かお願いします。 

奥本委員  時間もない中申し訳ないのですが、色々な問題がありまして、ニーズ調査に協力

していただいたお母さん達も、私も一部拝見しているのですが、色々なコメントを

書いていただいて、より内容の濃い意見の調査ができたと思います。最後の 42ペ

ージの「悩んでいること」について「進路・将来のこと」ですが、これについては

よく私の周りのお母さん達が話すことなのですが、お子さんの障害にもよるのです

が、子どもに障害があると診断された場合、今の時点での養育ということを考える

のもとても大切なのですが、大抵のご両親は子どもが大人になった時どうするかと
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いうことを考えられます。まず、子どもは将来経済的に自立できないかもしれない、

あとは死ぬまで子どもを養わなければいけない、あと親亡き後の子どもはどうなっ

てしまうのかというようなことを、直感的に考えることが多いと思うんです。こん

なことを考えたくないのですが、でもいつか現実になることなので、じゃあ障害を

持つ子どもが生まれてきた家庭は、今後の人生において希望を持って明るく生きて

いくために必要なことは何かというのを考えると、将来の見通しを立てるために茨

木市としてどのような選択肢があるか、そんな人生計画というのも大きな意味で相

談できるような支援があれば、素晴らしいのではないかと思います。簡単ですが、

以上です。 

福田会長  ありがとうございます。それでは、多分これについて皆さんご意見あるのかなと

思いますが、結構時間が過ぎましたので、ご発言いただけなかったという部分につ

きましては、今後是非時間を見つけてご発言いただきたいと思います。 

 それでは、パブリックコメントの結果について、事務局から簡単にお願いします。 

事務局 

岡課長 

 ここの会議室を 12時までに出ないといけませんので、少しだけですみません。

前回にパブリックコメントの意見の概要をお示しして、市の考え方がまだまとまっ

ておりませんが、こんな感じで考えておりますということを報告させてもらいまし

た。お手元の当日資料１になりますが、最終とりまとめたものがこれです。市の考

え方を掲載しております。ご確認をいただきたいのですが、ただ１点最後までお詫

びで申し訳ないのですが、このパブリックコメントにつきましては、同じような趣

旨のご質問、ご意見が複数重なっているところがありました。趣旨を損なわない程

度にまとめて回答させていただいているのですが、この中で 21ページ以降がその

他の意見ということで、おっしゃってることはすごくよく分かる話もあるのです

が、今回の意見募集に関わらないところの部分がありまして、そういったご意見に

ついては、全く無視するのはどうかということで、ご意見として集約して今後の施

策の参考にさせてもらいますということで括っているのですが、その中に本来は上

の部分でご意見をもらう中に分類すべきものが、誤ってその他の意見に入れてしま

っているものがあります。精査しまして、もう一度きちんと整理した形でお示しし

たいと思いますので、その辺りだけご了承ください。申し訳ございませんでした。 

福田会長  ありがとうございます。 

 それでは最後になりますが、次回の会議について事務局からお願いします。 

事務局 

東井課長代理 

 次回の会議ですが、皆様のお手元に会議の開催の通知と出欠表をお配りさせてい

ただいております。９月 29日月曜日の午後６時 30分から福祉文化会館の 202号室

でございます。会議の案件につきましては、平成 25年度の茨木市次世代育成支援

行動計画後期計画の実施状況と、後期計画の 22年度から 25年度の事業の評価につ

いて報告し、ご審議いただく予定をしておりますので、皆様出欠表のほうを９月

10日までにこども政策課のほうにご返信くださいますよう、よろしくお願いいた

します。以上でございます。 

福田会長  ありがとうございます。本日の案件は以上です。毎度のことですが時間がうまく

いかなくて、申し訳ございません。本日はありがとうございました。 

 


